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令和５年第４回南島原市議会　定例会

　　　○議案の概要　〔P１〕

（追加議案）　参　考　資　料

　南 島 原 市



令和５年第４回南島原市議会定例会　追加議案
通し番号

議案第50号 南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
市 民 生 活 部
税 務 課

＊地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。
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議案第 ,50号

南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。

令和 5年 12 月 6日提出

南島原市長 松 本 政 博

提案理由

地方税法等の一部改正に伴い一所要の改正を行うもの。



南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

南島原市国民健康保険税条例 (平成18年南島原市条例第44号)の一部を次のよう

に改正する。

第23条に次の 1項を加える。

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定

.する出産被保険者 (以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該

納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額 (第 1項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、

当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保.
,

険者につき第 3条の規定により算定した所得割額の12分の 1の額に、当該出産
'

.

被保険者の出産の予定日 (地方税法施行規則第24条の30の 5に定める場合には、

出産の日。以下同じ。) の属する月 (以下「出産予定月」という ) の前月

(多胎妊娠の場合には、 3月前) から出産予定月の翌々月までの期間 (以下
　

　

「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該

出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額 (第1項に
'

.

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均

等割額)の12分の 1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第 6条の規定により算定した所得割額の12分の 1の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて
.

r

得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者,
.

,
,

均等割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者

均等割額 (第 1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出



産被保険者につき第 8条の規定により算定した所得割額の12分の 1の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額

当該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した被保険者均等割額

(第 1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額

第24条の 2の次に次の 1条を加える。

(出産被保険者に係る届出)
　

　

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合に′ '

は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。・.
・

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 (行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)第

,2条第 5項に規定する個人番号をいう○以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなけれ

ばならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3)- 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出

産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 ,

3 第 1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うこ

とができる。

4 第 1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲

げる事項及び第 2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認するこ

とができる場合は、第 1項の規定による届出を省略させることができる。

附 則
(施行期日)



1 この条例は、令和 6年 1月 1日から施行する。 ,

(適用区分)

2 改正後の南島原市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険

税のうち令和 6年 1月以後の期間に係るもの及び令和 6年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和 5年度分の国民健康保険税のうち令和 5年

12月以前の期間に係るもの及び令和 4年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。・



南島原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 新旧対照表
新 旧

(国民副飽南網葵税の減靭 (国民健康コ剰糞税の減勧
第23条 (略) 第23条 (略)
2 (略) ‐ 2

‐
(略 ) -

3 国民健康訂区費税の糸醗莞義務券者の世帯に士趨;扉撤去施行令第56条の89第 4項に規定する
出産宅粥剰険者 (以下「出産室密剰険者」という。)が属する場合における当1謝婿端莞義務
者に対しで課するE形葛割額及び脚珊糞者均等割額 僻目項に規定する金額を減廓額則する
ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割勧 は、当該姉得寄り額及び

有粥期費者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額
を減額して得た額とする。

・ - -
ー

(1)‐国民飽廟保険の出産室密呆険者に係る務賑課税額のE聯繋割額 当該出産宅瑚呆険者
につき第 3条の規定により算定した旅得寄り額の12分の 1の額に、当該出産名粥呆険者
の出産の予定日 (士也序税法施行測則第24条の30の 5に定める場合には、出産の日。
以下同じ。) の属する月 (以下「出産予定月」という。) の前月 (多胎妊娠の場合
には、 3月前)から出産予定月の翌 月々までの期間 (以下「産前産後期間」とい
う。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民北飽廟保険の出産宅瑚果険…音に係る憲賑課税額の被保険者均等割額 当該出産
有粥果険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等害噸 ぼ;1項に規定する
金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の有粥呆険堵諺豹等割勧 の12
分の1の額に、当該出産宅密呆険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗
じて得た額
(3) 国民健康保険の出産宅粥呆険者に係る後期高齢者支援針鞠課税額のE形編制額 当
該出産宅粥呆険者につき第6条の規定により算定したE聯繋割額の12分の1の額に、当
該出産宅密呆険者の産前産ネ艶期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(4) 国民健粛網険の出産宅醐細険者に係る後期高齢者支援斜瑞課税額の有粥呆険者均等
割額 当該出産宅密呆険者につき第7条の2の規定により算定した有密呆険者均等割額
(第 1項に規定する金額を減額即するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割勘 の12分の 1の額に、当該出産有瑚呆険者の産前産後期間のうち当該姿年
度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民允飽鞠詐期険の出産宅斑呆険者に係る;熊諺納付金課税額のE聯繋割額 当該出産被
f期費者につき第 8条の規定により算定したE脈得尊顔iの12分の 1の額に、当該出産被
保険者の産前産ネ鷺期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
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(6) 国民ゑ麹廟f郷倹の出産宅粥呆険者に係る介護納付金課税額の石斑呆険者均等害願 当
該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した有粥呆険者均等誓願 御g1項
に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その勃廓塞蹴後の有粥呆匿安善均等
割勧 の12分の1の額に、当該出産宅粥期険者の産前産後期間のうち当該年度に属す
る‐月数を乗じて得た額

(出産宅瑚剰奏者に係る届出)
第24条の 3 国民コ飽謝保険税の納税因栽罷努者は、出産宅瑚呆険者が世帯に属する場合には、
次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税聞義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号行テ政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)第2条第5
項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産宅粥呆険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎女繊収は多月舘彩辰の別 ‐
(5) その他市長が必要と認める事項 -

2 前項の届書の提出に当たり、当1謝婿轄兇義務券音は、.次に掲げる書類を添えなければな
らない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定」る届出を行う場合には 出産した老粥呆険者と当該出産に
係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第 1項の規定による届出は、出産宅瑚鼎険者の出産の予定日の6月前から行うことが
至重盃キ
4 第 1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる‐
事項真及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができ
る場合は、第 1項の規定による届出を省略させることができる。
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